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伊佐市農業委員会 13回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 29年 3月 28日（火）午前 9時 00分から 10時 15分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （34人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

3 番委員 12 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

4 番委員 13 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

5 番委員 14 番委員 5 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員 18 番推進委員

9 番推進委員 19 番推進委員

10 番推進委員 20 番推進委員      

４．欠席委員  （1人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  11番委員    12番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第５号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

おはようございます。只今より、平成２８年度 第１３回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

先日、事務局職員の異動内示が行われ、農業委員会職員も該当者があ

り、追加議案で職員の任免について協議してもらいます。 

本日は６番農業委員が欠席で、出席人数は１４人で、規定に達してお

りますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１１番農業委員と１２番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまから総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

資料の１ページから６ページになります。 

農地法による合意解約が２件、農業経営基盤強化促進法による利用権

設定の合意解約が２４件ありましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち、 

所有権移転につきましてご説明いたします。 

７ページをお開きください。 

整理番号１番及び２番につきましてご報告いたします。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目にお住まいのＹＨさんです。 

譲受人は、伊佐市菱刈前目にお住まいのＹＴさんです。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈前目字池田３５５１番、外１筆で、地目

は田、面積は４，０３７㎡、同じく伊佐市菱刈川北字中原１４７７番

１、外２筆で、地目は畑、面積４，７４７㎡の所有権移転売買であり

ます。 

続きまして、利用権設定につきましてご説明いたします。１８ページ

の総括表をお開き下さい。期間は１年から１０年で、面積は田９２，６

６０㎡、畑１７，２０３㎡、合計１０９，８６３㎡です。利用権の設定

をする者の数４７人、設定を受ける者の数３３人です。土地の明細につ

きましては８ページから１７ページの整理番号１番から４８番の通りで

す。皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい



 4 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

て提案いたします。 

整理番号１番について４番農業委員の報告を求めます。 

 

前回総会での保留案件になります。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る３月２４日に８番農業委員と私４番農

業委員で現地調査を行いましたので、４番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＨＴさんは伊佐市大口曽木に居住され、自治会は川西で、年

齢は６８歳です。渡し人・ＹＫさんは伊佐市大口曽木に居住され、自治

会は川西で、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字光神山３５２３番１、地目は畑、地積は

１，７７７㎡で、所有権移転売買です。 

境界の杭もあり、確認済であります。 

受人の経営面積は４，８６０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１００ｍで、現況はよく管理された農地で

す。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。 

ただし、基盤整備がされていないため、農道が施工されていないこと

から、売買される畑の位置において袋地になる個所があるため、進入路

として売買される畑を耕作者が出入りする事をＨＴさんに了承を得てお

ります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る３月２３日に現地調査を行いましたの

で、１４番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＹＴさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、自治会は山田中原、

年齢は３２歳です。渡し人・ＹＨさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自

治会は山田中原、年齢は８４歳です。 

申請地は伊佐市菱刈前目字池田３５６９番３、地目は田、地積は４４

４㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は５１，２５０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約１０ｍで、現況はよく管理された畑です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る３月２５日に現地調査を行いましたの
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

で、５番農業委員が報告をいたします。 

 申請人・ＮＴさんは伊佐市大口目丸に居住され、自治会は上目丸であ

ります。年齢は６５歳です。譲渡人・ＩＮさんは伊佐市大口目丸に居住

され、自治会は中目丸、年齢は５８歳であります。 

申請地は伊佐市大口目丸字夫婦池１２１９番１、地目は畑、現況も畑

です。地積は７８６㎡、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は９９，０２７㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は自宅より約５００ｍで、大口東小学校の西

側５００ｍ位の位置にあります。現況はよく管理された農地でありまし

た。経営意欲は十分あり、農機具等も完備されております。必要な添付

書類は全て揃っております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。委員の皆様方のご審議方

をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、３番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る３月１９日に現地調査を行いましたの

で、３番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＨＹさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治会は築地下、年

齢は５３歳です。渡し人・ＴＳさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治

会は築地中、年齢は８４歳です。 

申請地は伊佐市菱刈前目字星熊原２８３２番１、２８３２番２、地目
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は畑で、地積は合計１，４０３㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４３，９４８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名、通作距離は約１０ｍで、現況はよく管理されております。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として、全部事

項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番・６番については、譲受人が同一ですので一括で報告を

お願いいたします。２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る３月２２日に現地調査を行いましたの

で２番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＭＴさんは伊佐市菱刈川南に居住され、自治会は荒瀬で、年

齢は３６歳です。渡し人・ＡＥさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自治

会は共進で、年齢は６３歳です。 

申請地は伊佐市菱刈川北字樋之口４２２１番２１、外２筆、地目は田、

地積は４，０７８㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１０２，８０８㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は４名で、通作距離は約１．５㎞で、現況はよく管理された農地

です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

続きまして、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係

る決定のうち、整理番号６番につきまして、去る３月２２日に現地調査

を行いましたので２番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＭＴさんは伊佐市菱刈川南に居住され、自治会は荒瀬で、年

齢は３６歳です。渡し人・ＭＨさんは伊佐市菱刈前目に居住され、自治

会は共進で、年齢は８９歳です。 

申請地は伊佐市菱刈前目字沖田２６９４番１０、外１筆、地目は田、

地積は２，６４３㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１０２，８０８㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は４名で、通作距離は約１，５㎞で、現況はよく管理された農地

です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番・６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番・６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る３月２３日に現地調査を行いましたの
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

で、４番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＮＨさんは伊佐市大口青木に居住され、自治会は上青木西で、

年齢は７６歳です。渡し人・ＩＭさんは伊佐市大口青木に居住され、自

治会は上青木西で、年齢は８８歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字松尾神社ノ前２３１１番、地目は畑、地積

は６７３㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は４，９７８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１㎞で現況はよく管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として、全部事

項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番ですが、この議案は１番推進委員が譲受人、整理番号９

番は１番推進委員が譲渡人となっていますので、農業委員会等に関する

法律、第３１条の規定に基づき議事に参与できませんので、審議開始か

ら終了まで退席をお願いいたします。 

関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

それでは、１番推進委員の退席をお願いします。  

 

（１番推進委員退席）  

 

整理番号８番について、１１番農業委員の報告を求めます。 



 10 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る３月２１日に現地調査を行いましたの

で、１１番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＮＹさんは伊佐市菱刈田中に居住され、自治会は田中中で、

年齢は６９歳です。渡し人・ＴＨさんは伊佐市菱刈徳辺に居住され、自

治会は桜馬場で、年齢は７３歳です。 

申請地は伊佐市菱刈田中字沖田１６１３番２、地目は田、地積は７８

２㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は４０，０３０㎡で取得可能面積です。農業従事者は

２名で、通作距離は約１㎞、現況はよく管理された農地です。経営意欲

はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番については、譲渡人はお父さんで、同居もされていない

という事で、ここで１番推進委員の入室をお願いいたします。 

 

（１番推進委員着席）  

 

１番推進委員 整理番号８番は、許可が決定いたしました。 
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１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

整理番号９番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る３月２１日に現地調査を行いましたの

で１１番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＮＫさんは伊佐市菱刈田中に居住され、自治会は田中中で、

年齢は８３歳です。渡し人・ＮＹさんは伊佐市菱刈田中に居住され、自

治会は田中中で、年齢は９３歳です。 

申請地は伊佐市菱刈田中字堀倉５１２番９、地目は田、面積は３２３

㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は５，７２５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、現地は自宅前で、現在飼料を作付されてあります。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番・１１番については、譲受人が同一ですので一括で報

告をお願いします。８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る３月２６日、現地調査を行いました

ので、８番農業委員が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

申請人・ＫＩさんは伊佐市大口曽木に居住され、自治会は荻原、年齢

は７１歳です。渡し人・ＴＨさんは伊佐市大口曽木に居住され、自治会

は荻原、年齢は９４歳です。 

申請地は伊佐市大口曽木字八反田２４０９番５、地目は田、地積は６

２７㎡、外４筆、合計６，８５０㎡、親子間の所有権移転贈与でありま

す。 

新規就農で経営面積は６８５０㎡です。農業従事者は２名で、通作距

離はほとんど自宅の周りで、現況はよく管理された農地です。経営意欲

はあり農機具等は田植え機だけがないという事で、頼まれるということ

です。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いします。 

 

続きまして、整理番号１１番です。 

渡し人・ＴＴさん、兄弟になります。伊佐市大口曽木に居住され、自

治会は荻原、年齢は６７歳です。 

申請地は伊佐市大口曽木字西ノ田２３３６番１、地目は畑、地積は６

２３㎡、外２筆、田、２，０９０㎡、合計２，７１３㎡で、兄弟間の所

有権移転贈与であります。 

新規就農で通作距離はほとんど１００ｍ未満の自宅の周りでありま

す。現況はよく管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は田植え

機だけがないという事です。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番・１１番について、許可することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番・１１番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１２番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１２番につきまして、去る３月２３日、現地調査を行いました

ので、１４番農業委員が報告いたします。 

申請人・ＭＴさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治会は小原松山で、

年齢は６９歳です。渡し人・ＵＩさんは伊佐市菱刈徳辺に居住され、自

治会は千鳥で、年齢は６１歳です。 

申請地は伊佐市菱刈川北字屋祢添５２１番１、面積が１，７７５㎡で

す。平沢津集落施設より南へ３００ｍくらいのところです。菱刈川北字

八ツ尻１６３２番、面積が８６８㎡です。自宅から西へ３００ｍくらい

行ったところです。菱刈川北字水流９番１、３３９㎡で、湯之尾の物産

館と川内川との間の一番東寄りです。合計２，９８２㎡であります。 

農業従事者は３名で、通作距離は３００ｍから遠いところで２㎞くら

いでした。現況はよく管理された田であります。経営意欲はあり農機具

等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

よって整理番号１２番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１３番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る３月２３日に現地調査を行いました

ので、１３番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＩＨさんは伊佐市大口里に居住され、自治会は元町実業で、

年齢は６４歳です。渡し人・ＯＫさんは宮崎市花ヶ島町笹原居住され、

年齢は７２歳です。 

申請地は伊佐市大口原田字先陣２３１５番、地目は畑、地積は９１９

㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４５，９８９㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１㎞で、現況はよく管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１４番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１４番につきまして、去る３月２３日に現地調査を行いました
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

ので、１３番農業委員が報告いたします。 

 申請人・ＭＮさんは伊佐市大口青木に居住され、年齢は２８歳です。

渡し人・ＳＡさんは大阪府岸和田市神須屋町に居住され、年齢は７６歳

です。 

申請地は伊佐市大口青木字荒谷１５６０番１、地目は畑、地積は１，

６０９㎡、同じく青木字岡ノ前１６００番２、地目は畑、地積は６５６

㎡、同じく青木字岡ノ前１６００番７、地目は畑、地積は１７７㎡、３

筆で合計２，４４２㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は３６，１２０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約０．１㎞で、現況はよく管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１４番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１５番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１５番につきまして、去る３月２６日及び２７日に現地調査を

行いましたので、７番農業委員が報告をいたします。 

 申請人・有限会社Ｎさんは出水郡長島町川床にあり、養鶏業をしてお

ります。渡し人・ＮＮさんは伊佐市大口小川内に居住され、自治会は高

原、年齢は５０歳であります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は伊佐市大口小川内字上場５８３番４０６、外１筆の地目は畑、

及び小川内字上場５８３番８７２、外４筆の地目は牧場で、合計７筆、

地積は合計７９，５６２㎡で、所有権移転売買であります。 

農業従事者は４名で、通作距離は受人の養鶏場より１㎞以内に位置し

ており、現況はよく管理された農地であります。経営意欲はあり、農機

具等は全て完備してあります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１６番・１７番については、譲受人が同一ですので一括で報

告をお願いします。１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１６番につきまして、去る３月２３日、現地調査を行いました

ので１番農業委員が報告いたします。 

申請人・有限会社Ｇ代表取締役ＩＳさんは、曽於郡大崎町持留に事務

所を置き、会社役員ＩＳさん、年齢は６０歳であります。渡し人・ＴＫ

さんは伊佐市大口下殿に居住され、自治会は須原、年齢は６７歳です。 

申請地は伊佐市大口下殿字湯ノ谷７６０番、地目は田、面積は７０５

㎡、外３筆、計３，６７９㎡であり、所有権移転売買であります。 

Ｇは株式会社Ｇとの系列です。 

受人の経営面積は２７２，３１９㎡で取得可能面積であります。これ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

は大崎町の農業委員会より耕作面積の証明書がでております。今回の４

筆の田には、ゴボウを作付するとの事で伊佐市菱刈下手のＭさん宅に伊

佐支店を置き、従事者はＭさんが１人、忙しい時には本社の方より応援

があるとの事で、通作距離は５㎞位で、現況はよく管理されておりまし

た。当日はＭさん立会いで現地調査してまいりました。農機具等は完備

されておりました。  

添付書類として耕作面積証明書、履歴事項全部証明書、同意書、有限

会社Ｇの定款、字図等が添付されております。なお同意書は７１３の１

０へ行く間に７１６番５の土地があり、そこを通行する事に同意されて

おります。以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号

に該当しないと思われますので許可相当と思われます。委員の皆様方の

ご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

続きまして、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係

る決定のうち、整理番号１７番につきまして、去る３月２４日、現地調

査を行いましたので１番農業委員が報告いたします。 

申請人・有限会社Ｇ 代表取締役ＩＳさんは曽於郡大崎町持留に事務

所を置き、会社役員ＩＳさん、年齢は６０歳であります。渡し人・ＴＳ

さんは伊佐市大口大島に居住され、自治会は大島北、年齢は６３歳です。 

申請地は伊佐市大口下殿字岩瀬戸４０７番３５、地目は田、面積は３

８㎡、外３筆、計１，１９８㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２７２，３１９㎡で取得可能面積であります。これ

は大崎町の農業委員会より耕作面積の証明書が出されております。菱刈

下手のＭさん宅に伊佐支店を置き、従事者はＭさんが１人、忙しい時に

は本社の方より応援があるとの事で、通作距離は５㎞位で、現況はよく

管理されておりました。当日はＭさん立会いのもと現地調査してまいり

ました。農機具等は完備されておりました。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として耕作面積

証明書、全部事項証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方

のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

整理番号１６番・１７番について、許可することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１６番・１７番は許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て、申請件数１７件について、１７件の許可が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番について１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号１番について、去る３月２３日、

６番農業委員、１１番農業委員、私１４番農業委員で申請人・ＨＨさん

と息子さんの立会いのもと、共同調査を行いましたので１４番農業委員

が報告をいたします。 

申請人・ＨＨさんは伊佐市菱刈川北に居住し、畜産農家でありまして、

牛を４５頭飼育されております。年齢は６０歳、自治会は築地下であり

ます。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字池之上３９６３番、地目は田、地積は３，

０３７㎡であります。農地区分は農用地区域内農地となっており、転用

目的は牛舎及び堆肥舎であります。 

申請地の所在地は、菱刈中学校から南へ約５００ｍ、南側と北側は田、

西側は市道となっております。周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約

書、資金証明書が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請件数１件について、意見聴取決定並びに許

可１件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、整理番号１番について、７番農業委員の報告を

求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号１番について、７番が調査の結

果を報告いたします。去る３月２３日、１番農業委員、１５番農業委員、

私７番農業委員で共同調査をいたしました。立会人として行政書士の多

賀氏が出席しております。 

譲受人は長崎県西海市西彼町白崎郷にお住まいのＳＨさん４３歳であ

ります。譲渡人は鹿児島市吉野町にお住まいのＩＭさんであります。 

本申請は、所有権移転売買になっており、転用目的は太陽光発電施設

であります。 

申請地は伊佐市大口堂崎字池ノ頭５３９番５、地目は畑、地積は１，

２３２㎡であります。農地区分は第２種農地・その他の農地となってお

ります。 

申請地の所在地は、羽月松栄ストアーから東約２００ｍに位置してお

り、東側は宅地、西側は畑、南側は畑、北側は畑であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２８８枚、４７．２kwを計画

しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、資金証明書、

委任状が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号２番につきまして、去る３月２

３日、代理人のＫ行政書士さん立会いのもと、４番農業委員、９番農業

委員、私１３番農業委員の３人で共同調査をしましたので、私１３番農

業委員が報告いたします。 

譲受人は霧島市横川町下のＴＭさん、５８歳であります。譲渡人は薩

摩郡さつま町求名にお住まいのＴＴさん８４歳であります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字池ノ山１０２３番１６１、地目は畑、地

積は１，２２７㎡であります。所有権移転売買で、転用目的は貸太陽光

発電施設。農地区分は、第２種農地その他の農地となっております。 

申請地の所在地は、旧スカラーハイタッチから東へ約１００ｍに位置

しており、南側と西側はため池、東側は宅地、北側は道路であり、周囲

に与える影響はないと思われます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数２８８枚、パネル設置総面積

１，２２７㎡、パネル設置容量は４７．２kw、年間発電量は５６６．４

kwを予定しております。 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請件数２件について、意見聴取決定並びに許

可２件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 非農地証明願について、提案いたします。 

整理番号１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号１番につきまして、去

る３月２３日、申請人不在のもと、６番農業委員、１４番農業委員、私

１１番農業委員の３人で共同調査をいたしましたので、１１番農業委員

が報告いたします。 

申請人は愛知県名古屋市緑区浦里にお住まいのＨＭさん外４名で、外

４名も愛知県内に居住されています。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

土地の所在地は、伊佐市菱刈荒田字早風下４４０４番４、地目は田、

面積は８６㎡、及び同菱刈荒田字北鶴田４３９０番１、地目は畑、面積

は５７２㎡の２筆で、里道を挟んで同場所です。 

周囲の状況は、東西南北宅地となっています。非農地となった時期及

び理由といたしまして、平成２年頃、家族全員愛知県に転出されていま

す。その後農地としての管理ができず放置してありました。 

申請地の位置は、下荒田自治公民館より南５０ｍに位置しており、周

りは宅地となっています。 

申請地は、３０年近く放置してあった為荒廃し、農地への復旧は困難

であると３人の調査員とも判断いたしました。 

添付書類といたしまして、全部事項証明書、位置図、字図等が添付さ

れています。委員の皆様方のご審議方をお願いいたしまして、私の報告

を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号２番につきまして、去

る３月２３日、申請人代理のＳさんの立会いのもと、８番農業委員と私

３番農地委員の２名で共同調査をいたしましたので、３番推進委員が報

告いたします。 

申請人は伊佐市大口大島にお住まいのＨＫさんです。 

申請地は伊佐市大口川岩瀬字鳥場美９５３番１、地目は田、面積は１，

９５４㎡であります。周囲の状況は、周りは全て山林となっております。

非農地となった時期及び理由といたしまして、昭和４０年頃から、減反
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策により、減反するようになり、田植えをしなくなり現在に至ってお

ります。 

申請地の位置としまして、羽月西小学校手前１㎞くらいで、北側、東

側、西側、南側全て山林であります。全体が山林になっており、農地性

は喪失しております。農地への復旧は困難であると２人の調査員とも判

断いたしました。 

添付書類といたしまして、全部事項証明書、位置図、字図等が添付さ

れております。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、

私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号３番につきまして、去

る３月２３日、申請人ＳＴさんのお父さんに案内をしてもらい、３番農

業委員、私８番農業委員で共同調査をいたしましたので、８番農業委員

が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口田代にお住まいのＳＴさんです。 

申請地は伊佐市大口川岩瀬字水道３０９番、外３筆で、地目は田、地

積は３，６９３㎡であります。申請地は４ヶ所に点在していて、周りは

いずれも非農地化しております。 

現地調査の結果、農地の属性は喪失しているため、農地への復旧は困

難であると判断いたしました。委員の皆様方のご審議方をお願いいたし

まして、私の報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号 非農地証明願について、整理番号４番につきまして、去

る３月２３日、申請人のＡＳさんの代理人で行政書士のＴさん立会いの

もと、７番農業委員、１５番農業委員、私１番農業委員の３人で共同調

査をいたしましたので、１番農業委員が報告いたします。 

申請人は伊佐市菱刈下手にお住まいのＡＳさんです。 

土地の所在地は、伊佐市大口金波田字井ノ尻１００４番４０で、地目

は畑、面積は２６２㎡であります。 

非農地に至った理由といたしまして、平成元年に購入されましたが、

通作距離があり、耕作する事が不自由であったため、土地続きに居住さ

れている申請人の妹さんであるＨさんに管理をお願いしてありました

が、大小様々の花木が次々植えられ畑地としては喪失しており、元の畑

地に戻す事は無理と耕作を断念されたとの事であります。 

申請地の位置としまして、羽月の松栄ストアーより東側へ２００ｍ位

で、３３ページにあります位置図では、北側・宅地、西側・宅地、東側・

田、となっておりますが、現況では竹藪で、又、南側の田も田としては

喪失している状況でありました。 

３人の委員の調査の結果、農地への復旧は困難と判断いたしました。 

添付書類といたしまして、全部事項証明書、字図、委任状が提出して

あります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私

の報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号 非農地証明願は、４件の申請のうち、４件の証明が決定い

たしました。 

 

議案第６号・議案第７号でございますが、追加議案になっております。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「辞任届」の承認について議題といたします。  

事務局の説明を求めます。 

 

総会資料の追加議案をご覧ください。 

議案第６号「辞任届」の承認について。 

去る３月２１日付で６番委員のＫＴ農業委員より辞任届が提出されま

した。 

理由につきましては、一身上の都合により４月３０日をもって、農業

委員を辞任したいので、ご了承くださいということです。 

農業委員会法に関する法律第１３条の規定により市町村長及び農業委

員会の同意を経て委員を辞任する事ができるということで、委員の同意

とは総会の議決になるわけですが、辞任申出者を除く総会の出席者の過

半数によって決定するという事になっております。以上です。 

 

只今事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（挙手） 
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議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

はい。３番。 

 

後任はどうなりますか。 

 

 

法改正で農業委員さんも推進委員さんにつきましても、現在の人数で、

もし欠員があった場合でも補充はしないということになっていますの

で、全部の定数の中の規定数を超えた場合は、再任ということで、どな

たかを選出していただくわけですけれども。今回につきましては１人で

すので補充はありません。 

 

ほかにご質問・ご意見はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

 

議案第６号、事務局の説明のとおり承認することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第６号「辞任届」の承認については、承認されました。 

 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「職員の任免」について議題といたします。  

事務局の説明を求めます。 

 

平成２９年４月１日付、人事異動につきまして、３月２４日伊佐市市

職員の異動内示の発表がありました。 

これに伴いまして、農業委員会等に関する法律第２６条第３号の規定

により、職員は農業委員会が任免することとなっておりますが、農業委

員会事務局も次の職員が異動になっております。 

条例等の関係で、異動発表後の任免となることをご了承願います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは発表いたします。 

まず転出につきまして、Ｍ農地振興係長が３月３１日付けで定年退職

でございます。私が、４月１日付けでこども課へ異動です。 

続きまして転入職員について、事務局長に農政課長のＯＨさんが転入

です。また、農地振興係長に税務課のＳＴさんが転入です。 

以上でございます。 

 

只今事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

 

議案第７号、事務局の説明のとおり任免することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第７号「職員の任免」については、承認されました。 

 

それでは職員のあいさつをお願いいたします。 

 

（職員あいさつ） 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の３４ページ・最終ページをお開きください。３月の月例報

告をします。 

去る６日、３月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。去る

２３日に現地調査を一斉にしております。２８日・本日が第１３回農業

委員会の総会です。 

４月の行事予定ですが、１０日が４月の定例常設審議委員会が鹿児島

市であります。２４日が現地調査です。２７日が第１回の農業委員会の

総会です。 

月例報告は以上です。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     １１ 番     

                   

伊佐市農業委員     １２ 番    

 

議 長 

 

 

 

 

 

これで、平成２８年度 第１３回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした 

 

 

【終了時間  午前１０時１５分】 

 

  


